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４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施

設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

 

［１］市街地の整備改善の必要性  

①現状分析 
A..駅前（東口）の未整備 

・駅前広場（東口）に接続するシンボルロードの整備が進められる中、駅周辺については、

新駅舎、西口の整備が進められてきた。残る駅東口の広場整備と周辺機能整備が残さ

れている。商業観光都市の表玄関として、駅橋上化にあわせてバリアフリーで効率的な

交通動線とゆとりある歩道空間を確保すること、交通結節機能の向上などが求められて

いる。 

 

B.駅前大規模小売店舗の老朽化 
・駅前広場（東口）に面する大規模小売店舗（店舗面積 7,125 ㎡）は、昭和 44 年 11 月に

開設されて以降、38 年が経過しており、老朽化が進行している。人口減少や高齢化が進

む中、地域の需要にマッチしたさらなる機能強化が期待されている。 

 

C.駅周辺と中心商店街との連続一体的な回遊空間創出が課題 
・駅前広場の整備と周辺の機能整備が残されており、現状では黒壁スクエアなど商業観

光の核となるエリアと駅とが魅力的な空間で連続的に結ばれていない。駅を利用する来

街者に対して、表玄関にふさわしい魅力的な駅前空間を整備し、北国街道からまちなか

の商業観光の各資源にアクセスできるような魅力的な回遊空間を創出することが求めら

れている。 

 

D.湖北地域 17 万人圏域のエントランスとしての交流機能の強化と中心性の確保が課題 
・駅前空間の整備によって機能と魅力向上を図ることにより、湖北地域 17 万人圏域のエン

トランスとして、長浜市内、広くは湖北地域のハブ機能を備えることや情報発信拠点とな

ることが期待されている。 

 

E.中心市街地へアクセスしやすい道路網・駐車場が未整備 
・中心市街地へのアクセスしやすい交通環境を整えることが課題であるが、その内、駅周

辺の道路基盤の脆弱さが指摘されている。シンボルロード整備、駅周辺整備にあわせて

関連道路網の整備が課題となっている。 

・郊外や広域からの来街者用の駐車場が不足しており、行楽シーズンや土日祝日などは

中心市街地の駐車場は満車になることが多く、幹線道路の渋滞を招いている。市民ある

いは湖北地域住民が中心市街地に訪れるのを敬遠する一因となっている。 

 

②現状分析に基づく市街地の整備改善の必要性 
○駅周辺を、黒壁スクエア周辺に連携する中心市街地の核として、機能や魅力を高める

必要がある。 
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A.駅前（東口）の未利用地活用と大規模小売店舗と連携した都市機能整備の必要性 
・駅前（東口）広場の周辺には、旧駅舎跡地や旧郵便局跡地等の未利用地が残り、駅前

商業核となる大規模小売店舗、関連駐車場などが位置している。これら資源を活かした

都市機能の整備が求められており、整備にあたっては個々の事業化ではなく、関連・連

携した事業とすることにより、事業効率や事業効果を高めることができ、中心市街地の活

性化に大きく寄与することが期待できる。 

 

B.駅周辺と中心商店街との連続一体的な回遊空間創出の必要性 
・上記のように駅周辺を連携した事業として取り組むことで、駅周辺と北国街道や黒壁スク

エアなどを連続的につなげ、魅力的な回遊空間を創出する契機となることが期待できる。

駅と中心商店街が連続一体化することで、商業観光都市としての機能強化が効果的に

波及させることが可能となる。 

 

C.湖北地域の地場産品市場の必要性 
・中心市街地が、周辺農村部や湖北地域の地場産品の売り場となることが期待されてい

る。こうした市場機能を中心市街地区域内で創出することができれば、中心市街地の居

住者ニーズである生鮮食料品の供給だけでなく、観光客にとっても魅力的な交流空間に

なる。 

 

D.中心市街地へアクセスしやすい道路網や駐車場整備の必要性 
・駅周辺整備にあわせ一体的に関連道路と大規模駐車場の整備をする必要がある。 

 

③フォローアップの考え方 
事業の進捗状況については、毎年度確認し、状況に応じて事業の進捗促進のための措置

を講じていく。 

 

図- ＪＲ長浜駅周辺地区の整備計画 
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［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

・該当無し 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 4-4：駅前シンボルロ

ード整備事業（地域生活基

盤施設、高質空間形成施設） 

関係商店街 

長浜市 

・シンボルロードの整備と併せ

て、長浜駅から黒壁を中心とす

る市街地観光地区へのメイン

ストリートにふさわしい景観

形成を図るため街路灯やポケ

ットパーク等を整備する。 

・中心市街地にふさわしいメイ

ンストリートを黒壁等商業観

光ゾーンへのアプローチとし

て整備する。 

以上により、中心市街地への回

遊性の向上が図れ、にぎわいの

創出が期待できるため、中心市

街地活性化に必要である。 

社会資本整備

総 合 交 付 金

（都市再生整

備計画） 

 

内容：駅前通りのシンボル

ロード沿線の街並み景観を

整備する事業 

 

実施時期： 

H22 年度～H25 年度 

H22 年度～ 

H25 年度 

事業名 4-6：やわた夢生小路

商店街整備事業（高質空間

形成施設） 

やわた夢生小

路商店街（振） 

長浜市 

・やわた夢生小路は長浜八幡宮

へ通じる長浜曳山まつりの巡

行路であり、シオン堂から長浜

八幡宮までの市道を地元が構

想する「石畳がいざなう曳山の

まち」のイメージで石畳、カラ

ー舗装化し、観光客の回遊性を

高めるものであり、長浜八幡宮

へのゾーン拡大と回遊導線の

創出が図れるため、回遊性の向

上によるにぎわいの創出に資

するため、中心市街地活性化に

必要である。 

 

 

 

 

    完成イメージ図 

社会資本整備

総 合 交 付 金

（都市再生整

備計画（長浜

ま ち な か 地

区）） 

 

内容：長浜八幡宮への参道

空間整備等 L=275m 

実施時期： 

H22 年度～H25 年度 

H22 年度～ 

H25 年度 



 69 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 4-7：市道三の宮南伊

部線道路改良工事（道路、

高質空間形成施設） 

長浜市 ・歴史的資産である大通寺に至

る周辺道路の改良により、交通

利便性の向上を図るものであ

り、回遊の向上を図り、にぎわ

いの創出が期待できるため、中

心市街地活性化に必要である。 

社会資本整備

総 合 交 付 金

（都市再生整

備計画（長浜

ま ち な か 地

区）） 

 

内容：大通寺周辺の道路改

良 L=137m 

実施時期： 

H22 年度～H25 年度 

H22 年度～ 

H25 年度 

事業名 4-8：明治ステーショ

ン通り整備事業（高質空間

形成施設） 

長浜市 ・ガス灯や舟板塀が残る古い街

並みである明治ステーション

通りを整備することにより、新

たな回遊性の創出が図れるた

め、回遊性の向上によるにぎわ

いの創出に資するため、中心市

街地活性化に必要である。 

社会資本整備

総 合 交 付 金

（都市再生整

備計画） 

 

内容：明治ステーション通

りの修景舗装を行う事業 

L=320m 

実施時期： 

H24 年度～H25 年度 

H24 年度～ 

H25 年度 

事業名 4-9：四居家ポケット

パーク整備事業（地域生活

基盤施設） 

長浜市 ・黒壁の成功により、長浜＝ガ

ラスというイメージが定着し

てきている。この長浜ならでは

の特長を生かしつつ、新しいま

ちづくりに挑戦するため、平成

21 年度からガラスを使った都

市空間づくり（長浜アーバング

ラスコンペティション）に取り

組んでいる。四居家ポケットパ

ーク整備事業は、第 1回アーバ

ングラスコンペティショング

ランプリ作品の設置に合わせ

て、その周辺に来訪者憩いの場

を創出ものである。当該地は、

黒壁スクエアと大通寺のちょ

うど中間に位置し、新たな魅力

が増えることで来訪者を点か

ら線、面へとつなげるには絶好

の場所であり、中心市街地活性

化に必要である。 

社会資本整備

総 合 交 付 金

（都市再生整

備計画） 

 

内容：四居家裏をポケット

パークとして整備する事業 

実施時期： 

H22 年度 

H22 年度 
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事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 4-10：ピクトサイン

整備事業（地域生活基盤施

設） 

長浜市 ・来街者にわかりやすいピクト

サインを整備することにより、

来街者の利便性と回遊性の向

上に期待できるものであり、中

心市街地活性化に必要である。 

社会資本整備

総 合 交 付 金

（都市再生整

備計画） 

 

内容：中心市街地内に統一

的なピクトサインを整備す

る事業 

実施時期： 

H22 年度～H26 年度 

H22 年度～ 

H26 年度 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 4-3：補助都市計画街

路事業（長浜駅宮司七条線） 

滋賀県 ・中心市街地の軸となるシンボ

ルストリートとして、電線など

の地中化による景観整備、バリ

アフリーに配慮した県道の整

備を行うものであり、中心市街

地へアクセスしやすい交通環

境を整えるために必要な事業

である。 

・延長 640m 

 

 

 

 

 

   完成イメージ図 

社会資本整備

総 合 交 付 金

（ 道 路 事 業

（街路）） 

 

内容：駅前通りを中心市街

地の中心軸にふさわしい機

能、景観に配慮した県道整

備事業（電線共同溝整備事

業） 

実施時期： 

H16 年度～H23 年度 

H16 年度～ 

H23 年度 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

 ・該当無し 
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（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 4-2：旧郵便局跡地整

備事業 

長浜市が公募

型プロポーザ

ル方式で民間

事業者を選定 

・交通の拠点となる JR 長浜駅

前旧郵便局跡地に中心市街地

に相応しい商業と宿泊の複合

施設を整備することにより、交

流機能を強化し、にぎわいの創

出を図る。 

・本事業は、日帰り型観光から

宿泊滞在型観光への転換を進

める「長浜市観光イノベーショ

ン戦略」のもと、滞在時間の延

長を図り、宿泊客の多様なニー

ズに対応する受け皿となるた

めの施設整備を行うものであ

るとともに、それに伴う雇用創

出による居住人口の増加も期

待され、中心市街地活性化に必

要である。 

 

延床面積：3,000～6,000 ㎡ 

規  模：4～6 階建て 

用  途：宿泊施設・商業施 

設・温浴施設等 

 

H21 年度：事業者選定 

H22 年度：着工 

H23 年度：オープン 

  

内容：旧郵便局跡地市有地

に複合施設を整備する事業 

実施時期： 

H21 年度～H23 年度 

 

事業名 4-5：駐車場整備事業

（シンボルロード沿道） 

まちづくり会

社（第三セク

ター） 

 

・中心市街地に駐車場を整備す

ることにより、来街者の利便性

が向上し、また、中心部におい

て、歩行者が安心して散策でき

る環境を整えるものであり、市

街地へのアクセスが向上し、来

街者の回遊性も期待できるも

ので、中心市街地活性化に必要

である。 

  

内容：観光客対応の駐車場

を整備する事業 

実施時期： 

H21 年度～H22 年度 
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事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 4-1：駅前地区整備検

討事業 

長浜市 

関係者の協議

により決定 

・湖北地域 17 万人圏域の都市

核をなすエントランスとして、

駅東駅前広場整備と併せ、中心

市街地に魅力ある商業交流空

間を創出し、黒壁スクエア周辺

に連携する核として駅前周辺

整備を行うものであり、交流拠

点の創出に資するもので、中心

市街地活性化に必要である。 

・土地利用の合理的な活用や都

市機能の更新・強化が求められ

ている。 

・以下の事業を駅前地区として

一体的な整備検討を図る。 

①JR 用地活用事業 

・駅自由通路と連続して、駅利

用者の利便性向上を中心とし

た機能を創出する。 

 

②既存大型店舗の改築 

・大型商業店舗のリニューアル

に併せ、宿泊・コンペンション

等の多様な都市サービス機能

を創出する。 

 

③都市計画道路整備（346,349） 

・道路拡幅及び交差点改良整備

により、交通の円滑化と回遊性

の面的広がりを図る。 

 

④市道公園東西 6号線整備 

・道路拡幅整備により、駅西口

周辺の交通の円滑化を図る。 

 

⑤関連公共施設整備事業 

・駅周辺の利便性向上を図るた

めに検討する。 

 

 

 

 

 

内容：JR 長浜駅前とその周

辺の商業施設や民間駐車場

敷地等の一体的な再編を図

り、町の表玄関となる駅前

空間整備を行い「西の核」

づくりを進める。 

実施時期： 

H21 年度～ 
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５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

 

［１］都市福利施設の整備の必要性  

①現状分析 
A.市庁舎の老朽化、狭隘、耐震性等の問題 

現長浜市庁舎（本庁）は昭和 27 年に建設されており、老朽化が著しいうえに狭隘であり、

国の耐震基準も満たしておらず、災害時の防災拠点としての機能も確保できない状況にあ

る。さらに、エレベーターがないなどバリアフリー対応にも問題がある。 

また、市町合併に伴う行政機能の集約化に対応するため、東別館として旧市立病院の建

物の一部を使用していることから、庁舎が分散配置されており、市民の利便性の観点から大

きな支障となっている。 

 
B.高齢化の進展と若年人口の流出 

中心市街地において、65歳以上人口が占める高齢化率は26.9％と、市平均20.1％より高

い数値を示している。一方で、子育て世代等の比較的若い年齢層が郊外住宅地等へ流出

する傾向がある。 

 

C.大型商業ビルの老朽化と空き床の長期化 
昭和 45 年に共同店舗としてオープンし、中心市街地商店街の核施設として賑わっていた

大型商業ビル「パウワース」については、平成 6 年に核テナントであった西友が撤退して以

降、進学塾や長濱オルゴール堂、まち家 SUCCES 横町等として空きフロアの活用が進めら

れてきたものの、ビルそのものの老朽化（耐震性等）や、未だ未活用の空きフロアが存在す

る。 

 

②現状分析に基づく都市福利施設の整備の必要性 
○市民にとって利便性の高い公共施設のまちなか立地について検討を進め、中心市街地

の資源を活かしながら高齢者福祉施設、子育て支援施設、地域交流センターなど「街の

縁側型福祉施設」の整備を図る必要がある。 

 

A.市民にとって利便性の高い公共公益施設立地の必要性  
様々な都市機能が集約されている中心市街地に、誰もが集まりやすく、誰もが利用しやす

い公共施設を集約配置することにより都市機能集約による都市の核的機能が強化され、持

続的に発展できる都市構造に寄与できるほか、少子高齢化社会へも対応できることとなる。

このため、公共施設ゾーン東の区域を「拠点的公共機能導入地区」とし、行政機能とともに

市民が様々な活動を行う公共公益ゾーンとする必要がある。 

なお、現市役所の土地 10,036 ㎡は、公共公益ゾーン整備事業の進行に合わせて、中心

市街地活性化に資する土地利用を検討する。 
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B.中心市街地内の資源を活かした身近な「街の縁側型福祉施設」の必要性 

地域コミュニティの維持や長浜の伝統文化である曳山まつりを継承するためには、中心市

街地において多様な世代が居住し、地域との関わりを持つことが何よりも重要である。身近な

地域内で暮らしに必要な各種サービスを享受できるよう、高齢者福祉施設や子育て支援施

設等の都市福利施設を整備する必要がある。 

 

③フォローアップの考え方 
事業の進捗状況については、毎年度確認し、状況に応じて事業の進捗促進のための措置

を講じていく。 
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［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

・該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 5-4：公共公益ゾーン

整備検討事業 

長浜市 ・公共施設ゾーン東側（旧市民

病院）を拠点的公共機能を導入

する地区とし、バリアフリー化

等による市民にとって利便性

の高い庁舎等の公共公益施設

を配置することによって都市

機能の強化を図るとともに、少

子高齢化への対応や市民が集

い、コミュニティ活動や文化活

動が行える市民活動の拠点と

なる多目的スペース、情報発信

の場となる市民ギャラリーや

観光物産コーナー、キッズコー

ナー（授乳室）、市民憩いの緑

の広場等を整備し、交流拠点の

創出を図るため、中心市街地活

性化に必要である。 

暮らし・にぎ

わい再生事業

（計画コーデ

ィ ネ ー ト 支

援） 

 

内容：市民生活の拠点とな

る公共公益機能の導入を図

り、「東の核」づくりを進め

るための事業内容の検討を

行う。 

実施時期： 

H21 年度 

H21 年度 
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事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 5-6：公共公益ゾーン

整備事業 

長浜市 ・公共施設ゾーン東側（旧市民

病院）を拠点的公共機能を導入

する地区とし、バリアフリー化

等による市民にとって利便性

の高い庁舎等の公共公益施設

を配置することによって都市

機能の強化を図るとともに、少

子高齢化への対応や市民が集

い、コミュニティ活動や文化活

動が行える市民活動の拠点と

なる多目的スペース、情報発信

の場となる市民ギャラリーや

観光などの情報コーナー、キッ

ズコーナー（授乳室）、市民憩

いの緑の広場等を整備し、交流

拠点の創出を図るため、中心市

街地活性化に必要である。 

 

 

 

 

 

 

    イメージ図 

 

H22 年度：基本設計 

H23 年度：実施設計 

H24 年度：工事 

H25 年度：完成 

社会資本整備

総 合 交 付 金

（暮らし・に

ぎわい再生事

業） 

 

内容：市民生活の拠点とな

る公共公益機能の導入を図

り、「東の核」づくりを進め

る。 

実施時期： 

H22 年度～H25 年度 

H22 年度～ 

H25 年度 

 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

・該当なし 
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（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 5-1：小規模多機能型
居宅介護施設整備事業 

長浜市公募の
社会福祉法人

等 

・高齢化率の高い中心市街地に
おいて、「通い（デイサービス）」

機能を中心に、利用者の希望に
応じて、随時「訪問（訪問介護）」
や「泊まり（ショートステイ）」

を組み合わせてサービスを提
供することで、利用者に住み慣
れた地域内で家庭的な環境の

もと、いつまでも暮らし続けら
れるよう 24 時間の生活を支え
る福利機能の充実を図ること

でまちなか居住を推進するも
のであり、中心市街地活性化に
必要である。 

地域介護・福
祉空間整備等

交付金 

 

内容：中心市街地区域内で
町家等を活用して小規模多

機能型居宅介護施設を整備
する事業 
 

 

実施時期： 
H23 年度～H25 年度 

H23 年度～ 
H25 年度 

事業名 5-2：大谷保育園移転
改築事業 

社会福祉法人
啓朋会 

・現在、大通寺敷地内（中心市
街地区域内）に所在する大谷保

育園については、施設の老朽化
と狭隘による利便性が低下し
ており、また、大通寺整備計画

から現地での改築は困難であ
る。今後、中心市街地区域内に
移転改築し、多様なサービス

（一時保育、延長保育、休日保
育）の提供を進め、まちを支え
る若年子育て世代の人々が求

める居住ニーズに応えること
で、まちなか居住を推進するも
のであり、中心市街地活性化に

必要である。 

安心こども基
金 

 

内容：既存保育園を中心市
街地区域内で移転改築する

事業 
 
 

実施時期： 
H23 年度～H25 年度 

H23 年度～ 
H25 年度 
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事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 5-3：神前幼稚園移転
改築事業 

長浜市 ・現在、長浜八幡宮境内内（中
心市街地区域内）に所在する神

前幼稚園については、施設の老
朽化と狭隘による利便性が著
しく低下しており、さらに今後

は長浜八幡宮整備が予定され、
現地での改築はできない。中心
市街地区域内に移転新設し（用

地取得済）、まちなか福利機能
の面的な拡大を図り、若年子育
て世代の求める居住ニーズに

応えるまちなか居住を推進す
ることで新たな地域コミュニ
ティを維持するものであり、中

心市街地活性化に必要である。 

公立学校施設
整備費国庫補

助事業（幼稚
園園舎） 

 

内容：既存幼稚園を中心市
街地区域内で移転改築する

事業 
 
 

 
 

実施時期： 

H22 年度～H23 年度 

H22 年度～ 

H23 年度 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 5-5：現市庁舎敷地有
効活用検討事業 

長浜市 ・現市庁舎の移転後の活用につ
いて、公共公益ゾーン整備事業
に伴う東の核づくりの一環と

して導入機能などについて検
討を行う。 
・市民交流機能を含めた新庁舎

とともに現庁舎敷地の有効活
用を図ることにより、公共公益
ゾーンの機能を一層強化し、中

心市街地の東の核づくりを進
める。 

  

内容：公共公益ゾーン整備
事業に伴い移転予定の現市
庁舎の活用について検討を

行う。 
 

実施時期： 

H21 年度～ 
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事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 6-2：住民参加型まち

づくりファンド（再掲） 

長浜市 

公募により民

間事業者を選

定 

・（財）民間都市開発推進機構

と長浜市からの資金拠出に加

え、まちづくりの趣旨に賛同す

る市民や事業所からの寄付金

をもとに、街並み景観形成事

業、歴史的建築物の保全活用事

業、観光資源特化事業を行い、

歴史的街並みの形成を進める。 

・ついては、事業 6-3 と連動さ

せることにより、町家再生型共

同住宅の供給、B&B など簡易宿

泊機能、「縁側型福祉施設」の

整備を支援する。 

以上により、長浜らしい住環境

整備と景観形成を図るため、中

心市街地活性化に必要である。 

  

内容：景観まちづくりの視

点から、町家再生、伝統的

町家の再生、歴史的建築物

の保存活用、観光資源づく

りを行う事業 

 

 

実施時期： 

H20 年度～ 

 

事業名 6-3：町家再生型まち

なか居住プロジェクト（再

掲） 

まちづくり会

社（民間事業

者または第三

セクター） 

 

①元浜町四軒長屋リニューア
ル事業 
・伝統的町家を改修し、共同住

宅および地域福祉施設を整備
する。 
 

③諫皷山空き家リニューアル
事業 
・山組が管理する土地建物を、

川辺の環境を生かした自治会
館および共同住宅として整備
する。 

 
④米川緑地住環境整備事業 
・接道要件を満たす道路整備

等、川辺の緑地を生かした住宅
開発の基盤環境を整備する。 
 

⑤神前町長屋リニューアル事
業 
・老朽化した町家と周囲の駐車

場を、伝統的空間構成に基づく
共同住宅として整備する。 
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内容：まちなか居住の一環

として、既存の町家を保全

しながら、現代的なライフ

スタイルに合わせた新たな

居住機能を創出する。また、

その一部において、B&B など

簡易宿泊機能や「縁側型福

祉施設」をエリアの特性に

応じて柔軟に組み入れてい

く。それら住宅に付属する

機能を各事業で相互補完的

に利用するとともに、配食

サービスなど単独の共同住

宅では成立が困難な生活支

援機能を導入する。 

⑥大宮町店舗併用共同住宅整
備事業 
・シンボルロード沿道の寺町

に、水路と路地の環境に適した
飲食店と共同住宅を整備する。 
 

⑦分木町町家型共同住宅整備
事業Ⅰ 
・条里ブロックの住宅供給モデ

ルとして、商業施設跡地に町家
型共同住宅を整備する。 
 

⑧分木町町家型共同住宅整備
事業Ⅱ 
・条里ブロックの住宅供給モデ

ルとして、業務施設跡地に町家
型共同住宅を整備する。 
 

⑨朝日町町家型共同住宅整備
事業 

・北国街道の伝統的町並みに適

する住宅供給モデルとして、宿

場南端の低未利用地に町家型

共同住宅および B&B を整備す

る。 

 

以上により、住環境整備と長浜

らしい暮らしの提案を図るた

め、中心市街地活性化に必要で

ある。 

実施時期： 

H22 年度～H25 年度 
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６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のため

の事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

 

［１］街なか居住の推進の必要性  

①現状分析 
A.まちなかの居住人口の減少、高齢化の進展 

・中心市街地では平成 2 年から平成 17 年までの 15 年間で夜間人口が 1,432 人（11.7％）

減少し、高齢化率は市全体 20.1％に対し中心市街地では 26.9％に至っている。近年は

駅周辺でのマンション立地により人口減少傾向は下げ止まりつつあるものの、長期的には

横ばい、漸減傾向にある。特に昔ながらの町並みにおける人口は減少している。とくに若

い世代の郊外への流出が懸念される。 

 

B.宿泊機能の不足 

・年間 200 万人の入込客数を擁する本市にあって、現状では、観光客の 9 割以上は日帰り

となっている。一方、市内には大型宿泊施設はふたつだけである。まちなかには観光客の

多様なニーズに応えられる宿泊施設が不足している。 

 

②現状分析に基づくまちなか居住の推進の必要性 
○「まちなか居住」を促進し、中心市街地における夜間人口の回復を図る必要がある。 

 

A.既存の町並みと共存し、空地や空き家の合理的利用による「まちなか居住」の受け皿の創
出 
・空き床を活用して身近な「集客コミュニティ施設」など、都市福利施設の整備によりまちな

かの商業観光機能の維持強化と居住環境整備に資することが期待されている。 

・一般に収益性が低いと考えられ、また伝統的な町家形式では集合住宅になりにくいと考

えられてきた。これらの課題に対して、伝統的な町並みを保全・修復しつつ、非土地処分

型の共同事業化（定期借地権の活用）、コミュニティの資金循環の創出、事業の統一的マ

ネジメント主体の形成等を基本方針とした事業スキームを構築することで、コミュニティ開

発型の「まちなか居住」の実現化を図る。 

 
B.中心市街地での定住を促進する共同住宅の供給 

・中心市街地区域内に優良な共同住宅を供給することにより、まちなか居住の促進と居住

環境の向上を図る。ただし、伝統的町家が所在し、良好な景観の維持が求められるゾーン

と、共同住宅供給を行うゾーンを明確に区分する。 

 

C.まちなかでの宿泊の機能を充実 
・既存町家、商家等の保存再生による民宿型宿泊施設、「まちなか B&B」の整備、展開を図

ることにより、長浜の魅力を実感でき、奥の深い長浜らしい滞在型観光の推進を図る。 
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③フォローアップの考え方 
事業の進捗状況については、毎年度確認し、状況に応じて事業の進捗促進のための措置

を講じていく。 

 

 

 

 



 83 

［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

措置の内容及

び実施時期 

その他の

事項 

事業名 6-1：中心市街地共同
住宅供給事業 

公募により民
間事業者を選
定 

・中心市街地において実施され
る共同住宅供給事業を支援す
ることにより、郊外への人口流

出に歯止めをかけ、建設促進を
図り、居住人口の増加につなげ
るため、中心市街地活性化に必

要である。 

中心市街地共
同住宅供給事
業 

 

内容：中心市街地区域に優
良な共同住宅供給を行うこ
とにより、まちなか居住の

推進と居住環境の向上を図
る事業 

実施時期： 

H22 年度～H25 年度 

H22 年度～ 

H25 年度 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

・該当なし 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

・該当なし 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

・該当なし 
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（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 6-2：住民参加型まち
づくりファンド 

長浜市 
公募により民

間事業者を選
定 

・（財）民間都市開発推進機構
と長浜市からの資金拠出に加

え、まちづくりの趣旨に賛同す
る市民や事業所からの寄付金
をもとに、街並み景観形成事

業、歴史的建築物の保全活用事
業、観光資源特化事業を行い、
歴史的街並みの形成を進める。 

・ついては、事業 6-3 と連動さ
せることにより、町家再生型共
同住宅の供給、B&B など簡易宿

泊機能、「縁側型福祉施設」の
整備を支援する。 
以上により、長浜らしい住環境

整備と景観形成を図るため、中
心市街地活性化に必要である。 

  

内容：景観まちづくりの視
点から、伝統的町家の再生、

歴史的建築物の保存活用、
観光資源づくりを行う事業 
 

 

実施時期： 
H20 年度～ 

 
 

事業名 6-3：町家再生型まち

なか居住プロジェクト 

まちづくり会

社（民間事業

者または第三

セクター） 

 

①元浜町四軒長屋リニューア
ル事業 
・伝統的町家を改修し、共同住

宅および地域福祉施設を整備
する。 
 

③諫皷山空き家リニューアル
事業 
・山組が管理する土地建物を、

川辺の環境を生かした自治会
館および共同住宅として整備
する。 

 
④米川緑地住環境整備事業 
・接道要件を満たす道路整備

等、川辺の緑地を生かした住宅
開発の基盤環境を整備する。 
 

⑤神前町長屋リニューアル事
業 
・老朽化した町家と周囲の駐車

場を、伝統的空間構成に基づく
共同住宅として整備する。 
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内容：まちなか居住の一環

として、既存の町家を保全

しながら、現代的なライフ

スタイルに合わせた新たな

居住機能を創出する。また、

その一部において、B&B など

簡易宿泊機能や「縁側型福

祉施設」をエリアの特性に

応じて柔軟に組み入れてい

く。それら住宅に付属する

機能を各事業で相互補完的

に利用するとともに、配食

サービスなど単独の共同住

宅では成立が困難な生活支

援機能を導入する。 

⑥大宮町店舗併用共同住宅整
備事業 
・シンボルロード沿道の寺町

に、水路と路地の環境に適した
飲食店と共同住宅を整備する。 
 

⑦分木町町家型共同住宅整備
事業Ⅰ 
・条里ブロックの住宅供給モデ

ルとして、商業施設跡地に町家
型共同住宅を整備する。 
 

⑧分木町町家型共同住宅整備
事業Ⅱ 
・条里ブロックの住宅供給モデ

ルとして、業務施設跡地に町家
型共同住宅を整備する。 
 

⑨朝日町町家型共同住宅整備
事業 

・北国街道の伝統的町並みに適

する住宅供給モデルとして、宿

場南端の低未利用地に町家型

共同住宅および B&B を整備す

る。 

 

以上により、住環境整備と長浜

らしい暮らしの提案を図るた

め、中心市街地活性化に必要で

ある。 

実施時期： 

H22 年度～H25 年度 
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事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 6-4：安全・安心の住

宅改修奨励金交付事業 

長浜市 ・一定の条件を満たす既存住宅

の耐震・バリアフリー改修及び

リフォーム工事に対して奨励

金を交付することにより、住み

慣れた住宅あるいは地域内に

暮らし続けることができ、まち

なか居住の推進し、住環境整備

を図るため、中心市街地活性化

に必要である。 

市単費  

内容：既存住宅の耐震・バ

リアフリー改修及びリフォ

ーム工事に対して奨励金を

交付する事業 

実施時期： 

H19 年度～H21 年度 

H19 年度～ 

H21 年度 

事業名 6-5：木造住宅耐震・

バリアフリー改修事業 

長浜市 ・耐震診断の結果、倒壊の危険

性が高いとされた木造住宅の

耐震改修工事費の一部を補助

することにより、住み慣れた住

宅あるいは地域内に暮らし続

けることができ、まちなか居住

の推進し、住環境整備を図るた

め、中心市街地活性化に必要で

ある。 

市単費  

内容：耐震診断の結果、倒

壊の危険性が高いとされた

木造住宅の耐震改修工事費

の一部を補助する事業 

実施時期： 

H17 年度～ 

H17 年度～ 
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７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事

業及び措置に関する事項 

 

［１］商業の活性化の必要性  

①現状分析 
A.黒壁による情報発信機能 

・中心市街地のリーディングカンパニーである黒壁が所有、賃貸する 30 號館までの施設の

経営は、情報発信機能を担う非採算文化的施設（黒壁美術館）の維持と経営や各個店の

経営の効率性などで問題点があり、商業観光の核としてガラス文化芸術の情報発信機能

の強化が求められている。 

 

B.駅前大規模小売店舗の老朽化 
・駅前広場（東口）に面する大規模小売店舗（店舗面積 7,125 ㎡）は、昭和 44 年 11 月に開

設されて以降、38 年が経過しており、老朽化が進行している。人口減少や高齢化が進む

中、地域の需要にマッチしたさらなる機能強化が期待されている。 

 

C.一部商店街の未整備 
・ながはま御坊表参道、博物館通り、大手門通り、ゆう壱番街と商店街の整備が進められ一

定の成果をおさめてきたが、そのような整備事業が未着手の商店街が残されており、中心

商店街としての一体性や面的回遊性を確保する上で課題となっている。 

 

D.大型商業ビルの老朽化と空き床の長期化 
・昭和 45 年に共同店舗としてオープンし、中心市街地商店街の核施設として賑わっていた

大型商業ビル「パウワース」については、平成 6 年に核テナントであった西友が撤退して以

降、進学塾や長濱オルゴール堂、まち家 SUCCES 横町等として空きフロアの活用が進め

られてきたものの、ビルそのものの老朽化（耐震性等）や、空きフロアが存在する。 

 

②現状分析に基づく商業の活性化の必要性 
○文化芸術の情報発信と広域的な観光交流の場としての中心市街地の機能を強化する必

要がある。 

 

A.文化芸術の核である黒壁の情報発信機能強化・商業機能強化 
・黒壁が所有、賃貸する建物のように、町家等を活用した商業観光施設の拡充を進めるた

め、まちづくり会社がデベロッパー的役割（土地・建物の所有または賃貸等）を担い、経営

は黒壁や民間事業者が行うことにより、経営の効率性を図り、下記居住プロジェクトも含め

た事業の拡大、ストック形成を図る。 

・黒壁ガラス文化の芸術性を高め、内外に広く情報発信するための事業を開催する。 

 

○住民ニーズに応える商業機能の強化を図る必要がある。 
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B.駅前大規模小売店舗の機能強化 
・駅周辺整備の中で住民向け商業機能の充実を図る。特に地産地消型の生鮮品を充実し

た、住民とともに来街者もひきつける生鮮市場の設置を検討する。 

 

C.空きビルを活用した商業機能・賑わい交流機能の強化 
  ・中心市街地の空きビルを再生活用することにより、中心市街地における新たな賑わい拠点

としての活用を検討する。 

 
D.湖北地域の地場産品市場の必要性 

・中心市街地が、周辺農村部や湖北地域の地場産品の売り場となることが期待されてい

る。こうした市場機能を中心市街地区域内で創出することができれば、中心市街地の居住

者ニーズである生鮮食料品の供給だけでなく、観光客にとっても魅力的な交流空間にな

る。 

 

○既存商店街の魅力を高める必要がある。 

 

E.中心商店街としての面的回遊性の確保 
・未着手の商店街の整備を図る。特に長浜八幡宮を重要な地域資源として再認識したうえ

で、長浜八幡宮へ通ずる参道を整備し、商業観光エリアの面的拡大を図る。 

 

F.歴史的・文化的な価値を有する建築物を保存活用 
  ・歴史や由緒ある建築物を保存活用し、中心市街地の拠点的施設として整備する。 
 

③フォローアップの考え方 
事業の進捗状況については、毎年度確認し、状況に応じて事業の進捗促進のための措置

を講じていく。 
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［２］具体的事業等の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

措置の内容及

び実施時期 

その他の事

項 

事業名 7-1：黒壁スクエア
および中心商店街魅力強化
事業 

株式会社新
長浜計画 

①万珍軒リニューアル事業 
・老朽化した町家を保全修復
するとともに、まちなかの空
店舗を積極的に活用し、町並
みの連続性を強化するととも
に新たな宿泊スタイルの創出
を図る。 
 
②町家ホテル新設事業 
・既存駐車場に町家ホテルを
新設し、宿泊機能の集積を図
るとともに、米川に沿って曳
山博物館に至る路地を整備
し、街なかの面的な回遊性を
強化する。 
 
③ぶら坊リニューアル事業 
・空き店舗をリニューアルし
湖北地域の地場産品を用いた
創作料理の提供を行う。来街
者に対して地域の魅力を発信
すると同時に、居住者の日常
の食文化向上に寄与する。 
 
④まちの駅整備事業／ロマネ
スク館リニューアル 
・空き店舗をリニューアルし
湖北地域の地場産品市場を新
設し、居住者の生活に必要な
食料品販売を行うと同時に広
く情報発信する。 
 
⑤黒壁新回廊整備事業 
・伝統的街区の特徴である連
続する中庭空間を回廊として
整備し、黒壁美術館と併せた
面的な回遊性を強化する。 
 
⑥御旅駐車場整備事業 
・既存の御旅駐車場（観光バ
ス対応）のリニューアル整備
事業。御旅所の歴史性を尊重

特定商業施設
等整備事業に
係る特定民間
中心市街地活
性化事業計画
の経済産業大
臣認定 

戦略的中心
市街地商業
等活性化支
援事業費補
助金（中心街
再生事業）、
中心街再生
事業におけ
る低利融資
（企業活力
強化貸付（企
業活力強化
資金）） 

内容：伝統的町家や連続す
る中庭空間を活用し、体験
型宿泊施設や地場産品を扱
う店舗整備、回遊動線の強
化等、黒壁スクエア独自の
魅力を高める施策を行うと
ともに、ポイントとなる空
き地を活用した駐車場を整
備し、アクセス性を高める。 
同一事業主体が複数の土
地、建物を借地、借家のも
と一体的に運営する「土地
の所有と利用の分離」によ
って、小規模な事業を連鎖
的に展開することで、マー
ケットニーズへの対応と、
適正な事業採算性を得る。 
 
実施時期： 
H21 年度～H23 年度 
 
 

H21 年度～ 
H23 年度 
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 した修景整備を行うことで黒
壁スクエアのエントランス空
間としての魅力を高める。 
 
⑦豊国神社前駐車場整備事業 
・空き地、個別駐車場の集約
整備により、御旅駐車場の隣
接街区に自家用車による来街
者用駐車場を整備する。 
 
⑨東邸リニューアル事業 
・一部暫定利用中の伝統的町
家を改修し、商業テナントを
誘致する。中庭に沿った長い
廊下と敷地最奥に並ぶ三棟の
蔵を含め、水・緑・光を取り
込んだ町家の奥深い空間を活
用する。 
 
⑪今重酒屋リニューアル事業 
・長浜十人衆の一家で造り酒
屋を営んだ名家であり、旧町
内でも特に古い様式を持つ母
屋のほか、酒造りが行われた
蔵等が幾棟も並ぶ。全面的な
改修を施し、能装束の展示館
へ転用する。市内に拠点を持
つ能楽研究者によるプロデュ
ースにより、明治開国以来系
譜が途絶えていた伝統的な能
楽文化を紹介する。 
 

⑫鳥居邸リニューアル事業 
・一部暫定利用中の伝統的町
家を全面的に改修し、黒壁ス
クエアの中心である黒壁ガラ
ス館前の札の辻の一画として
商業機能を強化するほか、来
街者用の休憩所など、周辺施
設の補完的機能を整備し、滞
留時間の拡大を図る。 
 
⑬鈴木邸リニューアル事業 
・「御旅所駐車場」「豊国神社
前駐車場」「ぶら坊」から続く
黒壁スクエアおよび中心商店
街の導入ゾーンに位置する個
人住宅の一部を店舗として改
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修する。隣接する黒壁四號館
なべかま本舗、五號館札の辻
本舗と中庭で接続する。 
 
⑭三谷旅館リニューアル事業 
・まちなかにわずかに残る昔
ながらの町家旅館を改修し、
「万珍軒」「町家ホテル」との
協力運営により、宿泊プラン
の異なる三宿を集積させ、南
伊部町に〝まちに泊まる〟界
隈を形成する。幾つもの坪庭
と客室が長い廊下でつながる
町家旅館ならではの細やかな
空間と、現代的なライフスタ
イルの融合により、古くて新
しいもてなしの空間を提供す
る。 
 
以上により、北国街道辻の玄
関口をお旅所に移動するとと
もに、路地裏創出による回遊
導線への仕掛けを行い、黒壁
スクエアの魅力強化が図れ、
回遊性の向上によるにぎわい
の創出に資するため、中心市
街地活性化に必要な事業であ
る 
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事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

措置の内容及

び実施時期 

その他の事

項 

事業名 7-2：やわた夢生小
路商店街活性化事業 

神前西開発
株式会社 

①工房併用店舗整備事業 
・伝統的町家と職人町の伝統
を活かした工房やクラフトシ
ョップを整備する。 
 
②店舗併用コミュニティ施設
整備事業 
・工芸作家のクラフトショッ
プやコミュニティ施設を整備
する。 
 
③神前西駐車場整備事業 
・来街者用の駐車場が無いた
め商店街への顧客の誘導策と
して空き地を活用して町並み
に配慮した駐車場整備を行
う。 
 

④西村邸・嶋津邸リニューア

ル事業 
・隣接する２軒の伝統的町家
を活かして、複数の創作工房
やクラフトショップおよび若
手アーティストのインキュベ
ーションスタジオを整備す
る。 
 
以上により、長浜八幡宮への
ゾーンの面的拡大を図り、長
浜の工芸文化の情報発信及び
質的向上を進めるとともに、
新たな回遊導線の創出し、中
心街の機能強化を図っていく
ため、中心市街地活性化に必
要である。 
 

中小小売商業
高度化事業に
係る特定民間
中心市街地活
性化事業計画
の経済産業大
臣認定 

戦略的中心
市街地商業
等活性化支
援事業費補
助金、中心市
街地・商店街
に出店・事業
を行う中小
小売商業者
等の設備投
資資金等に
対する低利
融資（企業活
力強化貸付
（企業活力
強化資金）） 

内容：空き屋の伝統的町家
を修繕活用し店舗や賃貸住
宅、コミュニティ施設等を
整備。また空地を来街者用
駐車場として整備する。同
一事業主体が複数の土地、
建物を借地、借家のもと一
体的に運営する小規模な事
業を連鎖的に展開すること
で、マーケットニーズへの
対応と、適正な事業採算性
を得る。 
 

実施時期： 
H21 年度～H23 年度 

H21 年度～ 
H23 年度 

 
○ 当該中小小売商業高度化事業が、当該中心市街地内における他の商店街等への商業活性化に係る取組に

もたらす影響（当該商店街等及び当該中心市街地内における他の商店街等の来街者数の現況等） 
・やわた夢生小路商店街（以下「当該商店街」という）と中心商店街（メインストリートの一つ大手門

通り）は、もともと美濃谷汲街道の一区間であり、また御旅所と八幡神社をつなぐ山車の巡行路でも
あり、ひとつながりの歴史的な街道軸として都市構造を明確化できる。 

・現況では中心商店街のにぎわいは、当該商店街までつながっておらず、当該商店街の衰退傾向が著し
い。（h19/h16:商業統計:商店街の事業者数は約4割減、従業者数は1/3まで減少し、商品販売額は約8
割減、売り場面積は半減）そこで、当該商店街の再興により、中心商店街のにぎわいのエリアを歴史
軸に沿って拡大でき、新たな回遊路を創出することに貢献する。 
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・当該事業の実施により、職人町であった特性を生かし、伝統工芸を中心とした工房、クラフトショッ
プなど新たな魅力ある機能を導入し、中心商店街とは異なる個性をもった商店街として再興を図るこ
とで、商店街全体の楽しみの選択肢を増やし、滞在時間を拡大することに貢献する。 

・これまで商店街と地域生活者の関わりは、小売−消費という関係のみでコミュニティとしての関わりは
希薄であった。当該施設では、地域生活者と商店街が交流・協同できるコミュニティ機能を導入し、
地域と商店街の新しい関係を構築するモデルとなる。 

 
○ 個店の活力や集客力、営業状態等が全体の魅力の向上にどのように結び付き、また逆に、商店街の特性

や共同事業の成否が構成店舗の活力の向上にどのように結び付いているのか、「個々の取組」と「共同的

な取組」との連動内容 

・当該事業は、工房併用店舗（クラフトマンショップ）、店舗併用コミュニティ施設（伝統工芸アンテ
ナショップ＋コミュニティサロン）、及び来街者用駐車場を小規模連鎖型で整備する計画である。各
施設は以下のような利用を想定する。 

【クラフトマンショップ】 
・町家暮らしのイメージリーダーとなる工芸作家やアーティストの製作の舞台を公開し、滞在製作も可

能としつつ、かつ作家直営店舗とし、客が気軽に職人技術と触れ合える場としていく。 
【伝統工芸アンテナショップ】 
・地場の伝統工芸である浜仏壇、木彫の職人技術を積極的に情報発信していく。気軽に伝統技術と触れ

合えるショップとし、現代のライフスタイルとの融合や消費者とのコミュニケーションによる新たな
商品開発などを図る場とする。 

【コミュニティサロン】 
・商店街、地元住民の自治会など既存組織の枠を超えた交流の場とする。上記アンテナショップとの併

設により、ものづくり教室やまちづくりカフェ（多世代交流、人材育成など）などの利用を想定する。 
 
○ 当該中小小売商業高度化事業に影響を与える空き店舗数・率の現況 

・平成20年の空き店舗数は37件に対して7件と空き店舗率約29％であり、これは平成18年の11％の３倍弱
となっている。中心商店街空き店舗率約10％の約３倍であり、８つの商店街の中で最も高い空き店舗
率となっている。 

 
表-やわた夢生小路商店街の空き店舗数 
 平成8年 平成10年 平成12年 平成14年 平成16年 平成18年 平成20年 
店舗数 40 40 39 39 39 36 37 
空き店舗数 5 4 2 2 1 4 7 
空き店舗率 13% 10% 5% 5% 3% 11% 29% 

※長浜商工会議所調べ 
 
・当該事業の実施により、当該商店街への来街者の増加、長浜の町家の中心商店街の魅力を高め、「長

浜らしく美しく、暮らし、働き、過ごす」人々を誘い、空き店舗の活用や低未利用地の有効活用を促
進し、中心市街地全体の活性化に結びつくものである。 

 
○ 文教施設、医療施設、公共事業等のまちの諸事業と連動した中小小売商業高度化事業であること 

・「やわた夢生小路商店街街路整備事業」：やわた夢生小路は長浜八幡宮へ通じる長浜曳山まつりの巡
行路であり、シオン堂から長浜八幡宮までの市道（約300ｍ）は、地元が構想する「石畳がいざなう曳
山のまち」のイメージで石畳、カラー舗装化し、観光客の回遊性を高める。 

・商店街の街路整備と当該事業（小規模連鎖型の町家リニューアル活用事業等）とが一体的に実施され
ることにより、商店街全体に波及効果を及ぼし、一層事業効果を高めることになる。 
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事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

措置の内容及

び実施時期 

その他の事

項 

事業名 7-14：朝日町西部地
区地域商業活性化事業 

神前西開発
株式会社 

①村瀬邸リニューアル事業 
・伝統的町家を改修し、地域
固有の環境や生活文化の体験
型宿泊施設を整備するととも
に、食堂をコミュニティレス
トランとして開放し、地域生
活者の日常の食をサポートす
る。 
 
②草野邸リニューアル事業 
・北国街道と明治ステーショ
ン通りが交差する辻に建つ伝
統的町家を改修し、「まちかど
の万屋」として、近隣住民の
日常の暮らしをサポートする
商業を導入する。 
 
以上により、朝日町西部地区
における旧長浜町以来の環境
価値を回復しながら地域生活
者の利便性を強化するととも
に、既存の集客施設や都市サ
ービス施設の魅力強化と機能
向上による新たな賑わいの創
出に資するため、中心市街地
の活性化に必要である。 
 

中小小売商業
高度化事業に
係る特定民間
中心市街地活
性化事業計画
の経済産業大
臣認定 

戦略的中心
市街地商業
等活性化支
援事業費補
助金、中心市
街地・商店街
に出店・事業
を行う中小
小売商業者
等の設備投
資資金等に
対する低利
融資（企業活
力強化貸付
（企業活力
強化資金）） 

内容：細やかな街区割りが
特徴的な川南のメインスト
リートである北国街道と、
交差する明治ステーション
通りの辻を要とし、主に低
未利用の伝統的町家を改
修・活用して近隣の商業に
不足する業種を補完しなが
ら地域生活者の利便性を強
化する。同一事業主体が複
数の土地、建物を借地、借
家のもと一体的に運営し、
小規模な事業を連鎖的に展
開することで、マーケット
ニーズへの対応と、適正な
事業採算性を得る。 
 

実施時期： 
H22 年度～H23 年度 

H22 年度～ 
H23 年度 

 
○当該中小小売商業高度化事業が、当該中心市街地内における他の商店街等への商業活性化に係る取組みに

もたらす影響 
・旧長浜城下町は市街地を貫流する米川を境として「川北」「川南」と大分される。米川、十一川の河口
に近い川南は、建町以来水運の拠点となった港町や問屋町のほか、路地の間に織り込まれた緻密な水路網
等、琵琶湖畔の町特有の街区構成を有する。北国街道筋の商家群の格調高い町並みをはじめとした元来の
商業集積とともに、地区特有の構成を回復することによって、川北と対になる川南の位置づけを明確化し、
旧城下町本来の都市骨格を強化することができる。 
・現況では中心商店街のにぎわいは、当該地区までつながっておらず、当該地区の商店街協同組合（旧南
部繁栄会）は平成１２年に任意団体である瀬田まち愛工房に改組されている。しかし平成 22 年度の会員
23 店の他にも最寄品の取扱いを中心とした従前からの店舗が営業を継続しており、不足業種の補完によ
り地域生活者にとっての利便性を強化することができる。 
・当該地域には慶雲館や長浜鉄道スクエア等の歴史文化施設のほか、市立長浜幼稚園や市立長浜図書館、
長浜西部福祉ステーション等の都市サービス機能が集積している。地域環境を積極的に活用した魅力ある
商業機能を導入することにより、来街者にとっての楽しみを増やすとともに、近隣商業の充実により住生
活の利便性を高め、居住人口拡大のための基盤整備に貢献する。 
・元来の小売業に替わり近郊の大型店が市場を席巻することにより、日常の買い物圏は拡大し、交通弱者
となった高齢者や、多忙な子育て世代等の身近なニーズは必ずしも適切に叶えられていない。まちかどの
万屋やコミュニティレストランなど、身近な需要に応えるとともに、日常の居場所となりうる機能を導入
する。 
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○個店の活力や集客力、営業状態等が全体の魅力の向上にどのように結びつき、また逆に、商店街の特性や

共同事業の成否が構成店舗の活力向上にどのように結びついているのか、「個々の取組」と「共同的な取
組」との連動内容 
・当該事業は、コミュニティレストランを併設する町家宿泊施設、及びまちかどの万屋を小規模連鎖型で
整備する計画である。各施設は以下のような利用を想定する。 

【コミュニティレストラン】 
・独居高齢者や多忙な子育て世帯の日常の食をサポートするとともに、世帯分離により核家族や単身者が
増える中で、多世代が身近に触れ合える場としていく。 

【町家宿泊施設】 
・固有の伝統的町家を活用した宿、地場産品を用いた食のサービス、上記コミュニティレストランでの地
域住民との触れ合い等により、従来の観光宿泊の枠を超えて、地域文化を体験しながら滞在する機会を産
み出す。 

【まちかどの万屋】 
・生活雑貨等の日常の需要に応えるとともに、特に独居高齢者にとってのコミュニケーションの場、或は
日常の居場所としての店舗利用を想定する。 

 
○当該中小小売商業高度化事業に影響を与える空き店舗数・率の現況 

・2010 年現在、北国街道と明治ステーション通りでは店舗数４２件に対して空き店舗数は１４件、空き
店舗率は３３％である。 
・商店街振興組合（旧南部繁栄会）は平成１２年に任意団体である瀬田まち愛工房に改組され、会員数は
1991 年の 33 から 2010 年は 23 と、10 年間で３分の２に減少している。 

 表−会員数の推移 

 1982 年 1985 年 1988 年 1991 年 1994 年 1999 年 2002 年 2010 年 

瀬田まち愛工房（旧南部繁栄会） 45 41 37 33 33 38 19 23 

・当該事業の実施により、伝統的町家を積極的に活用した商業集積の魅力を高め、「長浜らしく美しく、
暮らし、働き、過ごす」人々を誘い、来街者の増加とともに、空き店舗の活用や低未利用地の有効活用を
促進し、中心市街地全体の活性化に貢献する。 

 
○文教施設、医療施設、公共事業等のまちの諸事業と連動した中小小売商業高度化事業であること 

・「明治ステーション通り整備事業」：ガス灯や舟板塀が残る古い町並みである明治ステーション通りを長
さ 320m にわたって修景整備することにより、回遊性の向上とにぎわいの創出を図る。 

・当該地域周辺には慶雲館や長浜鉄道スクエア等の歴史文化施設のほか、市立長浜図書館や長浜西部福祉ス
テーション等の都市サービス機能が集積している。街路整備事業と当該事業（小規模連鎖型の町家リニュ
ーアル活用事業等）とが一体的に実施されることにより、地域全体に波及効果を及ぼし、一層事業効果を
高めることになる。 
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（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 7-1：黒壁スクエアお
よび中心商店街魅力強化事
業（再掲） 

株式会社新長
浜計画 

①万珍軒リニューアル事業 
・老朽化した町家を保全修復す
るとともに、まちなかの空店舗
を積極的に活用し、町並みの連
続性を強化するとともに新た
な宿泊スタイルの創出を図る。 
 
②町家ホテル新設事業 
・既存駐車場に町家ホテルを新
設し、宿泊機能の集積を図ると
ともに、米川に沿って曳山博物
館に至る路地を整備し、街なか
の面的な回遊性を強化する。 
 
③ぶら坊リニューアル事業 
・空き店舗をリニューアルし湖
北地域の地場産品を用いた創
作料理の提供を行う。来街者に
対して地域の魅力を発信する
と同時に、居住者の日常の食文
化向上に寄与する。 
 
④まちの駅整備事業／ロマネ
スク館リニューアル 
・空き店舗をリニューアルし湖
北地域の地場産品市場を新設
し、居住者の生活に必要な食料
品販売を行うと同時に広く情
報発信する。 
 
⑤黒壁新回廊整備事業 
・伝統的街区の特徴である連続
する中庭空間を回廊として整
備し、黒壁美術館と併せた面的
な回遊性を強化する。 
 
⑥御旅駐車場整備事業 
・既存の御旅駐車場（観光バス
対応）のリニューアル整備事
業。御旅所の歴史性を尊重した
修景整備を行うことで黒壁ス
クエアのエントランス空間と
しての魅力を高める。 
 

戦略的中心市
街地商業等活
性化支援事業
費補助金（中
心 街 再 生 事
業）、中心街再
生事業におけ
る 低 利 融 資
（企業活力強
化貸付（企業
活 力 強 化 資
金）） 

 

内容：伝統的町家や連続す
る中庭空間を活用し、体験
型宿泊施設や地場産品を扱
う店舗整備、回遊動線の強
化等、黒壁スクエア独自の
魅力を高める施策を行うと
ともに、ポイントとなる空
き地を活用した駐車場を整
備し、アクセス性を高める。 
同一事業主体が複数の土
地、建物を借地、借家のも
と一体的に運営する「土地
の所有と利用の分離」によ
って、小規模な事業を連鎖
的に展開することで、マー
ケットニーズへの対応と、
適正な事業採算性を得る。 
 
実施時期： 
H21 年度～H23 年度 
 

H21 年度～ 
H23 年度 
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⑦豊国神社前駐車場整備事業 
・空き地、個別駐車場の集約整
備により、御旅駐車場の隣接街
区に自家用車による来街者用
駐車場を整備する。 
 
⑨東邸リニューアル事業 
・一部暫定利用中の伝統的町家
を改修し、商業テナントを誘致
する。中庭に沿った長い廊下と
敷地最奥に並ぶ三棟の蔵を含
め、水・緑・光を取り込んだ町
家の奥深い空間を活用する。 
 
⑪今重酒屋リニューアル事業 
・長浜十人衆の一家で造り酒屋
を営んだ名家であり、旧町内で
も特に古い様式を持つ母屋の
ほか、酒造りが行われた蔵等が
幾棟も並ぶ。全面的な改修を施
し、能装束の展示館へ転用す
る。市内に拠点を持つ能楽研究
者によるプロデュースにより、
明治開国以来系譜が途絶えて
いた伝統的な能楽文化を紹介
する。 
 

⑫鳥居邸リニューアル事業 
・一部暫定利用中の伝統的町家
を全面的に改修し、黒壁スクエ
アの中心である黒壁ガラス館
前の札の辻の一画として商業
機能を強化するほか、来街者用
の休憩所など、周辺施設の補完
的機能を整備し、滞留時間の拡
大を図る。 
 

⑬鈴木邸リニューアル事業 
・「御旅所駐車場」「豊国神社前
駐車場」「ぶら坊」から続く黒
壁スクエアおよび中心商店街
の導入ゾーンに位置する個人
住宅の一部を店舗として改修
する。隣接する黒壁四號館なべ
かま本舗、五號館札の辻本舗と
中庭で接続する。 
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⑭三谷旅館リニューアル事業 
・まちなかにわずかに残る昔な
がらの町家旅館を改修し、「万
珍軒」「町家ホテル」との協力
運営により、宿泊プランの異な
る三宿を集積させ、南伊部町に
〝まちに泊まる〟界隈を形成
する。幾つもの坪庭と客室が長
い廊下でつながる町家旅館な
らではの細やかな空間と、現代
的なライフスタイルの融合に
より、古くて新しいもてなしの
空間を提供する。 
 
以上により、北国街道辻の玄関
口をお旅所に移動するととも
に、路地裏創出による回遊導線
への仕掛けを行い、黒壁スクエ
アの魅力強化が図れ、回遊性の
向上によるにぎわいの創出に
資するため、中心市街地活性化
に必要な事業である。 
 
 

事業名 7-2：やわた夢生小路
商店街活性化事業（再掲） 

神前西開発株
式会社 

①工房併用店舗整備事業 
・伝統的町家と職人町の伝統を
活かした工房やクラフトショ
ップを整備する。 
 
②店舗併用コミュニティ施設
整備事業 
・職人町の伝統を活かした工芸
作家のクラフトショップやコ
ミュニティ施設を整備する。 
 
③神前西駐車場整備事業 
・来街者用の駐車場が無いため
商店街への顧客の誘導策とし
て空き地を活用して町並みに
配慮した駐車場整備を行う。 
 

④西村邸・嶋津邸リニューアル

事業 
・隣接する２軒の伝統的町家を
活かして、複数の創作工房やク
ラフトショップおよび若手ア
ーティストのインキュベーシ
ョンスタジオを整備する。 

戦略的中心市
街地商業等活
性化支援事業
費補助金 

 

内容：空き屋の伝統的町家
を修繕活用し店舗や賃貸住
宅、コミュニティ施設等を
整備。また空地を来街者用
駐車場として整備する。同
一事業主体が複数の土地、
建物を借地、借家のもと一
体的に運営する小規模な事
業を連鎖的に展開すること
で、マーケットニーズへの
対応と、適正な事業採算性
を得る。 
 

実施時期： 
H21 年度～H23 年度 

H21 年度～ 
H23 年度 
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以上により、長浜八幡宮へのゾ
ーンの面的拡大を図り、長浜の
工芸文化の情報発信及び質的
向上を進めるとともに、新たな
回遊導線の創出し、中心街の機
能強化を図っていくため、中心
市街地活性化に必要である。 
 

事業名 7-14：朝日町西部地
区地域商業活性化事業（再
掲） 

神前西開発株
式会社 

①村瀬邸リニューアル事業 
・伝統的町家を改修し、地域固
有の環境や生活文化の体験型
宿泊施設を整備するとともに、
食堂をコミュニティレストラ
ンとして開放し、地域生活者の
日常の食をサポートする。 
 
②草野邸リニューアル事業 
・北国街道と明治ステーション
通りが交差する辻に建つ伝統
的町家を改修し、「まちかどの
万屋」として、近隣住民の日常
の暮らしをサポートする商業
を導入する。 
 
 
以上により、朝日町西部地区に
おける旧長浜町以来の環境価
値を回復しながら地域生活者
の利便性を強化するとともに、
既存の集客施設や都市サービ
ス施設の魅力強化と機能向上
による新たな賑わいの創出に
資するため、中心市街地の活性
化に必要である。 
 
 

戦略的中心市
街地商業等活
性化支援事業
費補助金 

 

内容：細やかな街区割りが
特徴的な川南のメインスト
リートである北国街道と、
交差する明治ステーション
通りの辻を要とし、主に低
未利用の伝統的町家を改
修・活用して近隣の商業に
不足する業種を補完しなが
ら地域生活者の利便性を強
化する。同一事業主体が複
数の土地、建物を借地、借
家のもと一体的に運営し、
小規模な事業を連鎖的に展
開することで、マーケット
ニーズへの対応と、適正な
事業採算性を得る。 
 

実施時期： 
H22 年度～H23 年度 

H22 年度～ 
H23 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 7-3：まちかどガラス
アートプロジェクト 

長浜アーバン
グラスコンペ
ティション実
行委員会（株
式会社黒壁、
長浜商工会議
所、長浜市な
ど に よ り 構
成）（事務局：
株 式 会 社 黒
壁） 

・長浜＝ガラスというブランド
戦略、イメージ強化の一環とし
て実施する。 
・まちづくり会社等タウンマネ
ジメント主体による運営を図
る。 
・コンペティションを通じた人
材登用・育成とガラス文化のコ
ミュニティの醸成を図る。 
・継続的なイベントを通じた商
品開発、企画を行う。 
・イベント全体を通じ中心商店
街全体ににぎわいを創出する。 
 
以上により、ガラスによる景観
創造を行い、回遊性向上による
にぎわいの創出を図るため、中
心市街地活性化に必要である。 

戦略的中心市
街地商業等活
性化支援事業
費補助金、市
補助金 

 

内容：コンペティションを
通じた賑わいの創出と、全
国区への情報発信ならびに
人材育成・集積、アートコ
ミュニティの醸成。長浜＝
ガラスというブランド戦略
のもと、新たな商品開発を
行う。 

実施時期： 
H21 年度～ 

H21 年度～ 
 

事業名 7-6：にぎわいの街づ
くり事業 

商店街振興組
合等 
長浜市 

・商店街を地域住民にとって快
適な生活空間とするため、それ
ぞれの商店街やまちづくり団
体の特性（地域資源）を活かし
たイベントを開催することに
より、中心市街地に賑わいと活
気を創出するものであり、中心
市街地活性化に必要である。 

中心市街地活
性化ソフト事
業 

 

内容：商店街に賑わいと楽
しさを創出し、商店街と地
域消費者とのふれあいを深
めるためのイベントを開催
する事業 

実施時期： 
S59 年度～ 

H21 年度～ 
H25 年度 
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事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 7-7：長浜出世まつり
開催事業 

長浜出世まつ
り実行委員会 
長浜市 

・“和装のまち長浜”ならでは
の「長浜きもの大園遊会」や「長
浜きものの集い」、まちなか全
体をギャラリーに見立てた芸
術版青空市「アートインナガハ
マ」など多彩なイベントを開催
することにより、市内外からの
集客を図るものであり、にぎわ
いの創出に資するため、中心市
街地活性化に必要である。 
 
 
 
 
 
 
  長浜きもの大園遊会 
 
 
 
 
 
  アートインナガハマ 

中心市街地活
性化ソフト事
業 

 

内容：本市の街並みにあっ
た長浜ならではの多彩なイ
ベントを開催する事業 

実施時期： 
S58 年度～ 

H21 年度～ 
H25 年度 

事業名 7-8：長浜クリスマス
マーケット 

株式会社黒壁
をはじめとす
る実行委員会 

・黒壁界隈でクリスマスシーズ
ンに、世代を超えた心と心がふ
れあえるようなシーンを演出
し、ガラスのイルミネーション
の煌めきを眺めながら市街地
で展開される様々なイベント
やコンサートにより長浜の夜
の景観を創出するもので、にぎ
わいの創出に資するため、中心
市街地活性化に必要である。 

中心市街地活
性化ソフト事
業 

 

内容：様々な人々が温かい
心で交わる新しい長浜の風
物詩を創造する事業 

実施時期： 
H20 年度～ 

H21 年度～ 
H25 年度 

事業名 7-9：北近江ブランド
マルシェ 

株式会社黒壁
をはじめとす
る実行委員会 

・「北近江の食」をテーマとす
るブランドづくりを目的とし
て開催し、生産者とのネットワ
ークや様々な分野からの人材
ネットワークを介し、北近江ブ
ランドの食文化の創造を目指
すもので、にぎわいの創出に資
するため、中心市街地活性化に
必要である。 

中心市街地活
性化ソフト事
業 

 

内容：地産地消に関わる
方々との交流を通じ、北近
江の食のブランドを創造す
る事業 

実施時期： 
H20 年度～ 

H21 年度～ 
H25 年度 
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事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 4-6：やわた夢生小路
商店街整備事業（高質空間
形成施設）（再掲） 

やわた夢生小
路商店街（振） 
長浜市 

・やわた夢生小路は長浜八幡宮
へ通じる長浜曳山まつりの巡
行路であり、シオン堂から長浜
八幡宮までの市道を地元が構
想する「石畳がいざなう曳山の
まち」のイメージで石畳、カラ
ー舗装化し、観光客の回遊性を
高めるものであり、長浜八幡宮
へのゾーン拡大と回遊導線の
創出が図れるため、回遊性の向
上によるにぎわいの創出に資
するため、中心市街地活性化に
必要である。 

社会資本整備
総 合 交 付 金
（都市再生整
備計画（長浜
ま ち な か 地
区）） 

 

内容：長浜八幡宮への参道
空間整備等 L=275m 

実施時期： 
H22 年度～H25 年度 

H22 年度～ 
H25 年度 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

・該当なし 
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（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 7-2：やわた夢生小路
商店街活性化事業（再掲） 

神前西開発株
式会社 

①工房併用店舗整備事業 
・伝統的町家と職人町の伝統を
活かした工房やクラフトショ
ップを整備する。 
 
②店舗併用コミュニティ施設
整備事業 
・職人町の伝統を活かした工芸
作家のクラフトショップやコ
ミュニティ施設を整備する。 
 
③神前西駐車場整備事業 
・来街者用の駐車場が無いため
商店街への顧客の誘導策とし
て空き地を活用して町並みに
配慮した駐車場整備を行う。 
 
以上により、長浜八幡宮へのゾ
ーンの面的拡大を図り、長浜の
工芸文化の情報発信及び質的
向上を進めるとともに、新たな
回遊導線の創出し、中心街の機
能強化を図っていくため、中心
市街地活性化に必要である。 

中心市街地・
商 店 街 に 出
店・事業を行
う中小小売商
業者等の設備
投資資金等に
対する低利融
資（企業活力
強化貸付（企
業活力強化資
金）） 

 

内容：空き屋の伝統的町家
を修繕活用し店舗や賃貸住
宅、コミュニティ施設等を
整備。また空地を来街者用
駐車場として整備する。同
一事業主体が複数の土地、
建物を借地、借家のもと一
体的に運営する小規模な事
業を連鎖的に展開すること
で、マーケットニーズへの
対応と、適正な事業採算性
を得る。 
 

実施時期： 
H21 年度～H22 年度 

H21 年度～ 
H22 年度 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 7-5：歴史的環境形成
総合事業 

長浜市 ・真宗大谷派の別院である大通
寺は、名実共に当地方における
信仰の要として今日に到って
いる。市指定文化財である台所
門、鐘楼、山門附山廊といった
建築物の保全・整備により、歴
史的資産の保存活用を通じた
魅力的な歴史的風致をもつま
ちづくりを推進するものであ
り、地域の誇りを育み、にぎわ
いの創出に資するため、中心市
街地活性化に必要である。 
 
 
 
 
 

歴史的環境形
成総合支援事
業 

 

内容：大通寺台所門、鐘楼、
山門附山廊の保存修理を行
い、地域の歴史的、文化的
資源を活用したまちづくり
を推進する事業 

実施時期： 
H22 年度～H30 年度 

H22 年度～ 
H30 年度 
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（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 7-1：黒壁スクエアお
よび中心商店街魅力強化事
業 

株式会社新長
浜計画 

⑧パウビル空きフロア活用事
業 

・中心商店街のほぼ中央に一部

空きフロアを有するビルが立

地しており、商業機能・賑わい

交流機能の強化という視点か

ら活用を検討する。 

 

⑩ショップバンク事業 
・商業施設に不可欠な新陳代謝
をまちづくり会社が意図的・計
画的に行っていく。商業ビルの
マネジメントの一環としてテ
ナントリーシング及びテナン
トミックスを行う。 
 
以上により、魅力ある商業機能
の創出と黒壁スクエアの魅力
強化が図れ、回遊性の向上によ
るにぎわいの創出に資するた
め、中心市街地活性化に必要な
事業である。 

  

内容：伝統的町家や連続す
る中庭空間を活用し、体験
型宿泊施設や地場産品を扱
う店舗整備、回遊動線の強
化等、黒壁スクエア独自の
魅力を高める施策を行うと
ともに、ポイントとなる空
き地を活用した駐車場を整
備し、アクセス性を高める。 
同一事業主体が複数の土
地、建物を借地、借家のも
と一体的に運営する「土地
の所有と利用の分離」によ
って、小規模な事業を連鎖
的に展開することで、マー
ケットニーズへの対応と、
適正な事業採算性を得る。 

実施時期： 
H22 年度～H25 年度 

 

事業名 7-4：まちづくり会社
設立事業 

長浜市 
商工会議所 
金融機関 
企業等 

・中心市街地のまちづくりに関
して、総合的にプロデュース及
びマネージメントし、関係する
団体等を連携・調整しながら
様々なプロジェクトを推進す
るための専門組織が必要であ
ることから設立するもの。 

 第３セク
ター方式
により設
立 

内容：中心市街地のまちづ
くりを総合的かつ効果的に
推進するための専門組織で
あるまちづくり会社を設立 
実施時期： 
H21 年度 
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事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 7-10：秀吉さんのお
かげ朝市 

まちづくり役
場 
北国街道うま
いもん処うだ
つ会 

・市民をまちなかに呼び戻すき
っかけづくりとして、地産地消
をテーマに、湖北の生鮮野菜と
老舗の逸品・うまいもんを集合
させて、地域の更なるにぎわい
の創出を図るもので、中心市街
地活性化に必要である。 

県補助金  

内容：市民や宿泊客を対象
とし、地域の朝のにぎわい
を図る事業 

実施時期： 
H20 年度～ 

H20 年度～ 
H22 年度 

事業名 7-11：商店街就労体
験 

滋賀県湖北観
光連盟 

・主に中学生を対象として、伝
統的な町家のお店等で、地元の
方と触れ合いながら、商店街で
働く人と店に訪れるお客を通
して長浜のまちづくりを体感
し、将来の観光リピーターとす
るもので、にぎわいの創出に資
するため、中心市街地活性化に
必要である。 

  

内容：商店街で働くことに
より、長浜のまちづくりを
体感し、新たな楽しさを味
わっていただく事業 

実施時期： 
H17 年度～ 

 

事業名 7-12：中心市街地活
性化推進事業利子補給金 

長浜市 ・中心市街地活性化基本計画に
基づく事業を実施する民間企
業に対し、その事業を実施する
上で必要となる借入資金にか
かる利子を補給することによ
り、民間事業者による中心市街
地活性化事業を促進する。 

  

内容：中心市街地活性化計
画事業を実施する民間事業
者に対し、必要となる借入
資金にかかる利子を補給す
る事業 

実施時期： 
H21 年度～H25 年度 

 

事業名 7-13：中心市街地活
性化推進伝統的魅力発信事
業 

長浜市 ・中心市街地の商店街空き店舗
において、市の伝統的工芸品及
び地域産業資源の持つ魅力を
発信する団体等に対し、賃借店
舗の家賃を補助するもので、地
域の更なるにぎわいの創出を
図り、伝統文化および地域資源
の再生に資するため、中心市街
地活性化に必要である。 

  

内容：商店街空き店舗にお
いて、伝統的工芸品及び地
域産業資源の持つ魅力を発
信する者に対し、店舗の家
賃を補助する事業 

実施時期： 
H21 年度～H25 年度 

 

事業名 7-15：産業博物館新
設事業 
 
内容： 地域が誇る産業技術
を学び、体感するミュージ
アムを整備する事業 
 

ヤンマー株式

会社 
地域の産業振興を牽引してき
たヤンマー㈱の歴史及び技術
の紹介や、教育・体験プログラ
ムを提供する施設を整備する
ことで、新たな観光客層（産業
観光）を誘客するとができ、朝
日町南部地区へのゾーン拡大
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実施時期：H23 年度～ 
H24 年度 

と回遊性の向上による賑わい
の創出に資するため、中心市街
地の活性化に必要である。 
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８． ４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［１］公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性  

①現状分析 
A.公共交通機関の再編が課題 

・いつでも自由に自動車を利用できない人々が市民の 60～70%を占める。また、公共公益

施設、医療機関、商業施設等へのアクセスが困難な市民も多い。そのため、平成 18 年

度まで、路線バスを運行するバス事業者に対して運行経費の一部を補助しているが、そ

の額が年間約 6,500 万円（うち県が約 2,200 万円）にのぼるなど、市の財政負担やバス利

用率の面から問題が多い。環境や安全の観点から交通弱者でなくとも使いたくなる公共

交通機関の整備が必要である。 

 

②現状分析に基づく公共交通機関の利便性の増進の必要性 
○自家用車にたよらずに気軽に中心市街地へでかけることができる公共交通を確保する

必要がある。 

 

A.コミュニティバス路線再編とデマンドタクシー運行区域拡大による利便性の向上 
平成 19 年 10 月から、びわ地区においては「びわ循環線」と「高山線」を統合し、
西黒田・神田地区においては「石田上坂線」と「市内南廻り線」を統合して長浜駅、
総合病院 2 院、公民館 2 館、県立高校 2 校、大型ショッピングセンター2 店を経由
する新たな路線に再編した。また、これによってバス路線がなくなる一部地区を対
象にデマンドタクシー（予約制乗合タクシー）を試験的に導入し、市民の利用ニー
ズに応じた利便性の高い生活交通を整備した。 

 

③フォローアップの考え方 
事業の進捗状況については、毎年度確認し、状況に応じて事業の進捗促進のための措置

を講じていく。 
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［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

・該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

・該当なし 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

・該当なし 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

・該当なし 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け及

び必要性 

支援措置の内

容及び実施時

期 

その他の

事項 

事業名 8-1：デマンドタクシ
ー運行事業 

湖国バス（株） 
滋賀中央観光
バス（株） 
（株）近江タ
クシー湖北 
長浜市 

・郊外から中心市街地へのアク
セスを容易にするため、路線バ
スの運行ルートの一部再編と
デマンドタクシーの導入を平
成19年 10月から実施するとと
もに、以降も運行ルート再編や
運行時間帯見直しに向けた検
討を継続的に実施し、駅や商店
街を含む中心市街地と、郊外の
地域拠点や医療機関、ショッピ
ングセンターとのアクセスの
向上を図るものであり、にぎわ
いの創出に資するため、中心市
街地活性化に必要である。 

県補助金、 
市補助金 

 

内容：路線バスの運行ルー
ト再編とあわせてデマンド
タクシーを導入し、公共交
通手段を確保する事業 
 
 

実施時期： 
H19 年度～ 
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◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 

 

 

 

 

図- 事業箇所図 

 

 

 

 

 

 

（道路、高質空間形成施設） 

7-15. 産業博物館新設事業 


